
スローガン『 慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方 』

化学物質の自律的管理に関する改正法令が、令和６年４月から全面的に施行されました。そ
れにより、新たな規制の対象となる化学物質（リスクアセスメント対象物）は順次拡大され、
令和８年４月からは約2,900物質が対象となる予定です。

当該改正法令は、業種・規模に関わらず適用されることから、リスクアセスメント対象物を
製造、取扱い等を行う全ての事業場において、化学物質管理者を選任し、化学物質を管理して
いく必要があります。

改正法令による「自律的管理」への移行、また、幅広い産業に適用されることを契機に、厚
生労働省及び中央労働災害防止協会が主催する「化学物質管理強調月間」が昨年度創設されま
したが、今年度も、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識
の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることとします。

（R7.12）

講演会
開催

事業主のみなさまへ

職場に潜む化学物質の危険性～全ての業種が対象です～

特別民間法人 中央労働災害防止協会 近畿・大阪安全衛生総合サービスセンター
安全管理士・衛生管理士

兵庫県私学会館 大会議室
（神戸市中央区北長狭通４丁目３－１３）

ＪＲ元町駅東口徒歩２分

職場における化学物質管理について

令和８年２月３日（火）午後２時～午後４時

主催：兵庫労働局
共催：（一社）兵庫労働基準連合会
後援：兵庫県

受付は、12月8日～
令和8年1月25日までです。

☜

井出 史朗 氏
講 師

開催日時

会 場 受付サイト

参加費
無 料

１６０名（先着申込順）

第２回化学物質管理強調月間が令和８年２月１日から２月２８日まで実施されます。今年の

スローガンは、「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」です。
職場における化学物質管理の理解を深めてもらうための講演会を下記のとおり実施いたしま

すので、ふるってご参加ください。

https://www.roudoukyoku-
setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/NDk5Mw==

https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/NDk5Mw==
https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/NDk5Mw==
https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/NDk5Mw==



	スライド 1: スローガン『 慣れた頃こそ再確認　化学物質の扱い方 』
	スライド 2

